
仏
師
左
京
康

以
に

つ
い
て

(
江

口
)

仏
師
左
京
康
以
に

つ
い
て

江

口

正

尊

従
来
、

我
が
国

の

「仏
師
系
譜
」
に
対
す
る
研
究

に
お

い
て
、
『
本

朝
大
仏
師
正
統
系
図
並
末
流
』
(以
後
、
『大
仏
師
系
図
』
と
略
称
す
る
)
へ

の
価
値
観
は
す
こ
ぶ
る
低
い
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
根
拠

に

つ
い
て

は
、
小
林
剛
博
士
が
そ

の

『
仏
師
系
譜

の
訂
正
』
(仏
教
芸
術
.
六
)
等

の
中
で
、
安
政
三
年

(
二
八
五
六
)
に
黒
川
春
村
翁
が
集
録
し
た

『
歴
代

大
仏
師
譜
』
(以
後
、
『
大
仏
師
譜
』
と
略
称
す
る
)
こ
そ
が
、
信
拠
に
足
る

史
料
価
値

の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
東
大
史
料
編
纂
所
の

『
続

史
備
要
』

に
も
採
用
さ
れ
た
と
論
説
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ

る
。
勿
論
、
小
林
博
士
の

『
大
仏
師
譜
』
に
対

す
る
考
察
は
、
『
長
秋

記
』
・
『
吉
記
』
・
『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
・
『
中
右
記
』
・
『法
勝
寺
供
養

記
』
・
『
吾
妻
鏡
』
・
『法
勝
寺
金
堂
造
営
記
』
・
『東
大
寺
続
要
録
』
等

々

と
い
う
基
礎
史
料
ま
で
言
及
し
、
『大
仏
師
譜
』
の
訂
正
を
通

し
て
我

が
国
の
仏
師
系
譜
研
究
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は

い
う

ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
研
究
も
史
料
の
散
失
等
の
理
由
に
よ
り
鎌
倉
時
代

を
も

つ
て
終
了
し
、
そ
れ
以
後
の
仏
師
系
譜
研
究
は
現
在
ま
で
皆
無
に

等
し
い
も

の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
て
鎌
倉

時
代
以
降

の
研
究
と
し
て
特
に
、
江
戸
時
代
と

い
う

一
時
期
だ
け
に
注

目
し
て
み
て
も
、
黒
川
翁
集
録
の

『
大
仏
師
譜

』
と
多
く
の
共
通
点
を

有
す
る
文
献
が
、
既
に
、
小
林
博
士
に
よ
っ
て
史

料
的
価
値
を
低
下
視

「さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の

『
大
仏
師
系
図
』
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
『
大
仏
師
譜
』
・
『大
仏
師
系
図
』

両
史
料
の
持

つ
江
戸
時
代
仏
師
系
譜
の
共
通
点
を
な
お

一
層
明
確
な
も

の
に
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
現
存
す
る
多
く
の
遺
例
諸
像
で
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
・者
が
既
に
文
献
考
察

・
実
測
調
査
を
重
ね

鮮
明
に
し
て
き
た
仏
師
、
七
条
中
仏
所
二
十
六
代
康
祐
(「新
知
見
の
康
祐

在
銘
像
に
つ
い
て
」
・
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
三
十
二
巻
第
一
号
)
、支
那
印
官

萢
道
生

(
「仏
師
萢
道
生
と
そ
の
系
譜
」
・
密
教
図
像

第
二
号
)
、
藤
村
忠
円

(「仏
師
藤
村
忠
円
に
つ
い
て
」
・
東
日
本
学
園
大
学
教
養
部
論
集
第
十
一
号
)
、

藤
原
種
次

(「
江
戸
時
代
仏
師
の
動
静
口
.
東
日
本
学
園
大
学
教
養
部
論
集
第

九
号
)
等

々
は
、
従
来
、
『
大
仏
師
譜
』
だ
け
を

底
本

と
し
て
研
究

し

た
な
ら
ば
到
底
名
が
挙
が
る
こ
と
が
な
か

っ
た
仏
師
達
で
あ
り
、

こ
れ

も
遺
例
諸
像
を
第

一
義
的
に
し
た
が
為

の
顕
著

な
例
証
で
あ
る
。
こ
れ
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ら
の
こ
と
か
ら
、
今

こ
そ
従
来
い
わ
れ
る

『
大
仏
師
系
図
』

へ
の
否
定

を
全
面
的
な
も
の
か
ら
、
局
部
的
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
し
て
や
、
『
大
仏
師
譜
』
と

『
大

仏
師
系
図
』
両
史
料
に
明
確
に
共
通
す
る
江
戸
時
代
の
仏
師
に
至

っ
て

は
、
『
大
仏
師
系
図
』
の
否
定
が
決

し
て

『
大
仏
師
譜
』
自
体

の
肯
定

に
は
結
び

つ
か
な
い
こ
と
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
中
で
当
論
の

「仏
師
左
京
康
以
」
に
つ
い
て

も
同
様
の

こ
と
が
い
え
る
。

『
大
仏
師
系
図
』
に
お
い
て
は
、
七
条
中
仏
所
二
十

一
代
仏
師
康
正

の
下
に
、
「康
以
」
を
名
乗
る
仏
師
が
三
名
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
記

ソ
ツ

載
す
る
が
、

そ
れ
は
、
康
正
の
猶
子

「
帥
康
以
」
で
あ
り
、
康
正
の
弟

子

「
久
七
康
以
」

で
あ
り
、
そ
し
て
、
康
正
の
弟
子
三
位
康
与
の
下
の

「
三
位
康
以
」
で
あ
る
。

こ
の
三
名
に

つ
い
て
は
、
年
代
的
に
見
て
も

康
正
の
活
躍
し
た
桃
山
時
代

の
天
正
年
間

(
二
五
七
三
-
九

一
)
か
ら
、

キ

ヨ
ウ
ハ
ブ
タ

ェ

『
大
仏
師
譜
』
中
の

『京
羽
二
重
』
が
開
板
さ
れ
た
江
戸
時
代
貞
享
二

年

(
一
六
八
五
)
頃

の
仏
師
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
更

に

『大
仏
師
系
図
』
を
詳
細

に
見

る
と
、
慶
長
十
九
年

(
一
六
一
四
)
五

月
東
山
大
仏
殿
大
門
南
方
の
狛
犬
を
秀
頼
右
府
よ
り
新
造
を
発
注
さ
れ

た
折
、

康
正
が
左
京
法
眼
康
猶
、
左
京
法
橋
康
英
、

小
仏
師
新
太
郎
、

小
梅
左
馬
、

少
輔
、
長
吉
、

そ
の
外
弟
子
衆
を
率
い
て
参
画
し
て
い
た

こ
と
が
記
載

さ
れ
、

一
方
、

帥
康
以
は
寛
永
十

一
年

(
一
六
三
四
)
十

一
月
二
十
八
日
に
高
田
山
専
修
寺
御
坊
の
親
鷺
聖
人
像
を
造
立
し
、
久

七
康
以
は
正
保
二
年

(
一
六
四
五
)
二
月
二
十
二
日
に
同
寺

の
聖
徳
太

子
像
を
そ
れ
ぞ
れ
造
立
し
て
い
る
。
記
載
の
左
京
法
眼
康
猶
は
、
後
の

七
条
中
仏
所
二
十
二
代
を
継
承
す
る
仏
師
宰
相
康
猶
そ
の
人
で
あ
り
、

小
仏
師
少
輔
は
右
京
康
英
の
弟
子
で
あ
り
、

こ
の
康
英
も
康
正
の
猶
子

で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
で
き
、
更
に
、
こ
の
よ
う

に
、
帥
康
以
、
久
七

康
以
を
始

め
と
し

て
、
康
猶
、
康
英
、
康
正

の
実
弟
治
部
卿
法
眼
康

理
、

そ
の
弟
子
康
如
、
康
猶
の
嫡
子
宮
内
卿
康
音

・
二
男
治
部
卿
法
眼

康
看
、
康
看
の
弟
子
康
春
、

帥
康
以
の
弟
子
大
武
、
久
七
康
以
の
弟
子

康
寿
、

そ
し
て
、
三
位
康
与
の
弟
子
三
位
康
以
を
も
含
め
た
彼
等
が
、

悉
く
七
条
中
仏
所
二
十

一
代
仏
師
康
正
を
頂
点
と
し
た
同
系
の
仏
師
集

団
で
あ
り
、

こ
の
頃
の
我
が
国
造
仏
界
を

一
時
期

に
せ
よ
完
全
に
掌
握

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
帥
康
以
、
久
七
康
以
、
三
位
康
以
の
同
名
仏
師
三

名
が
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
造
像
活
動
を
続
け
て

い
た
と
い
う
根
拠
を
も

っ
て
、
実
は
、
徳
川
将
軍
家
菩
提
寺
と
し
て
著
名

な

「成
道
山
松
安
院

大
樹
寺
」
本
堂

に
安
置

さ
れ
る
、
寛
永
九
年

(
一
六
三
二
)
徳
川
義
直

公
寄
進
の

「木
造
徳
川
家
康
公
坐
像
」
の
仏
師

に

つ
い
て
考
察

し
た

い
。
そ
れ
は
、
未
だ
不
詳
と
さ
れ
る

「
左
京
康
以
」
と
い
う
仏
師
の
存

在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
既
述
の
三
名
の

康
以
の
内
、
誰
を
も
っ
て

「
左
京
」
と
断
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

大
樹
寺
蔵

の

『
雑
書
御
寄
附
状
』
(巻
子
装
)

の

「
大
樹
寺
様
之
内
御

仏
師
左
京
康

以
に

つ
い
て

(
江

口
)
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仏
師

左
京
康

以
に

つ
い
て

(
江

口
)

納
所
御
坊
宛
」
と
、
「
大
樹
寺
和
尚
宛
」
の
両
書
状
に
よ
る
と
、

こ
の

徳
川
家
康
公
坐
像
を
造
立
し
た
仏
師
は

「
大
仏
師
左
京
法
橋
康
以
」
で

あ
っ
た
と
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
像
は
総
高
七
七

・
八
、
像
高
四

七

・
〇
、

袖
張
六
六

・
五
、
台
高
三
二

・
五
、
寄
木
造
、
玉
眼
、
彩
色

の
小
像
で
あ
る
が
秀
作

で
あ
る
。
さ
て
、

こ
の
仏
師

「
左
京
法
橋
康

以
」
と
は

一
体
、
誰
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
当
像
を
寄
進
し
た
徳
川
義

直
公
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
仏
師
論
を
詳
細
に
展
開
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
『
野
史
』
(飯
田
忠
彦
撰
)
の
徳
川
義
直
公
の
項
に
よ
る
と
、

-
慶
長
十
二
年

(
一
六
〇
七
)
閏
四
月
封
を
尾
張

に
転

じ
、
尾
張
犬
山

城
を
経

て
、
同
十
四
年

(
一
六
〇
九
)
名
古
屋
城

に
入
り
、
慶
安
三

年

(
二
八
五
〇
)
五
月
、
五
十

一
歳
で
亮
ず
る
。

と
あ
り
、
義
直
公
が
実
父
家
康
公
が
逝
去

し
た
元
和
二
年

(
一
六
一

六
)
よ
り
十
六
年
後
に
、
当
像
を
家
康
公
ゆ
か
り
の
大
樹
寺

へ
寄
進
し

た
経
緯
が
判
明
す
る
。
寛
永
九
年
、
義
直
公
三
十
三
歳
の
権
大
納
言
時

代
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
義
直
公
が
実
父
家
康
公
の
い
わ
ば
肖
像
彫
刻
を
仏
師
に
造
立

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
そ

の
発
注
元

は
当

時
、
我
が
国
に
お
け
る
仏
師
集
団
の
中
に
あ

っ
て
も
そ
の
正
統
性

(伝

統
性
と
呼
称
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
)
を
主
張

・
誇
示
し
て
い
た
と
こ
ろ

と
さ
れ
、

そ
の
中

の
出
色

の
彫
技
を
有
す
る
者
が
推
薦
登
用
さ
れ
た
こ

と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
勿
論
、
『
大
仏
師
系
図
』

七
条
中
仏
所
二
十

一
代
仏
師
康
正
の
条

の
、

ミ
ズ
ガ
ネ

-
定
朝
以
来
七
条
住
人
也
、
今
四
条
烏
丸
通

禾

屋

町
住
で
あ
り
、

『
大
仏
師
譜
』
七
条
中
仏
所
二
十
六
代
仏
師
左
京
康
祐
の
条
の
、

1
仏
工
法
眼
定
朝
忌
、
大
仏
師
左
京
家
修
之
、

今
時
衆
七
条
金
光
寺
、

古
定
朝
之
宅
地
也
、
(中
略
)
其
後
子
孫
連
綿
住
之
、
然
豊
臣
秀
吉
公

時
、
移
今
烏
丸
大
仏
師
左
京
之
宅
地
、
而
移

金
光
寺
其
跡
、
左
京
則

定
朝
之
末
喬
也

と
い
う
、
我
が
国
仏
像
彫
刻
の
祖
と
さ
れ
る
定
朝

の
系
統
上
に
あ
る

七
条
中
仏
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
の
同
仏
所
二
十

一
代
康
正
の
系

譜
上
仏
師
だ
け
が
こ
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
ど
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

既
述
の
康
正
を
頂
点
と
し
た
仏
師
集
団
だ
け
に
そ
の
機
会
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
に
七
条
中
仏
所
内
で
は
、
康
正
が
元
和

七
年

(
一
六
一
二
)
八
十
八
歳
に
て
逝
去
し
て
お

り
、
二
十
二
代
を
継

承
し
た
康
猶

の
時
代
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
大
仏
師
系
図
』
で
は
、

徳
川
義
直
公
が
大
樹
寺
に
家
康
公
木
像
を
寄
進

し
た
年
、
即
ち
、
寛
永

九
年

(
一
六
三
二
)
に
こ
の
康
猶
も
ま
た
逝
去
す

る
と
記
す
。

そ
し
て
、

二
十
三
代
を
継
承
し

た
康
音

が
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
八
十
四
歳
で

逝
去
す
る
こ
と
を
逆
算
す
る
と
、
二
十
二
代
康
猶
が
逝
去
し
た
寛
永
九

年
に
は
、
康
音
が
三
十
四
歳
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

二
十
二
代
仏
師
の
康
猶
も
相
当
の
力
量
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
寛

永
八
年

(
一
六
三

一
)
十
二
月
、

日
光
山
東
照
宮
十
七
回
忌
本
尊
釈
迦

・

大
日

・
多
宝
三
尊
を
造
立
し
た
こ
と
等
で
も
了
解
さ
れ

る
が
、
『大
仏

師
譜
』
康
音

の
条

に
、
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)
康
猶
が
清
水
寺
諸
仏
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の
半
分
を
造
立
し
、
残
り
半
分
は
寛
永
九
年
(
一
六
三
二
)
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
康
音
が
造
立
し
終
え
た
と
い
う
記
載
か
ら
も
、
康
猶
は
相
当

早
い
時
期

に
康
音
を
継
承
者
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
三
十
四
歳

の
康
音
が
若
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
ろ
う
が
、

寛
永
九
年
、
「
左
京
法
橋
康
以
」
が
現
実
に
大
樹
寺
像
造
立
た

従
事

し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
、
康
音
が
七
条
中
仏
所
二
十
三
代
を

継
承
し
た
正
統
な
仏
師
と
い
え
ど
も
、
未
だ
、

二
十

一
代
康
正
二
十
二

代
康
猶
と
い
う
、
康
音
に
と
っ
て
は
祖
父
系

・
父
系
の
弟
子
や
兄
弟
が

生
存
し
て
い
た
こ
と
は
、
後
世
、
同
仏
所
二
十
五
代
を
継
承
し
た
侍
従

康
乗
と
、

こ
の
康
乗
の
実
父
二
十
四
代
左
京
康
知
の
弟
子
で
康
乗
の
後

見
人
と
し
て
台
頭
し
た
左
京
康
祐
と
の
関
係
に
同
様
で
あ
ろ
う

(「仏
師

康
祐
造
像
様
式
論
孜
」
・
東
日
本
学
園
大
学
教
養
部
論
集
第
十
号
)
。
即
ち
、
そ

こ
に
は
、
七
条
中
仏
所
二
十
三
代
仏
師
康
音
を
彫
技
的
に
凌
ぐ
仏
師
の

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
帥
康
以
」
の

存
在
で
あ

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
帥
」
に
は

「
率
い
る
」
、
「
か
し
ら
」
の
語
意

が
あ
り
、

古
来
よ
り
伝
統
的
仏
師
職
で
は

「
左
京
」
・
「
右
京
」
・
「
宮
内

卿
」
・
「治
部
卿
」
・
」民
部
卿
L
・
「兵
部
卿
」
・
「
大
蔵
卿
」
等
々
の
称
号

と
共
に
用

い
ら
れ
、
更
に

「法
印
」
・
「法
眼
」
・
「法
橋
」
・
「講
師
」
と

い
う
僧
綱
位
と
併
用
さ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
帥
康
以
は
、

七
条
中
仏
所
中
興
の
祖
、
二
十

一
代
康
正
の

「猶
子
也
妹
息
」
で
あ

っ

た
が
為
に

「
帥
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
、
既
に
、
康
正
の

弟
子
三
位
康
以
と
、
康
正
の
弟
子
久
七
康
以
は
、
康
正
の
系
譜
か
ら
す

る
と
傍
系
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
樹
寺
像
の
仏
師

「
左
京
法

橋
康
以
」
は
、

こ
の

「
帥
康
以
」

一
人
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
帥
康
以
は
二
十
二
代
を
継
承
し
た
康
猶
、

そ
し
て
、
康
正
の
猶
子

右
京
康
英
と
も
ど
も
兄
弟
関
係
に
あ
り
、
ま

ぎ

れ
も

な
き
直
系
で
あ

る
。こ

こ
に
、
康
正
は
嫡
子
左
京
法
眼
康
猶
に
七
条
仏
所
二
十
二
代
を
継

承
さ
せ
て

「宰
相
康
猶
」
の
称
号

を
与
え
、
「
猶
子
也
妹
息
」
の
康
以

を
康
猶
以
下
の
七
条
中
仏
所
仏
師
集
団
の

「
帥
」
と
し
、
康
猶
二
十
二

代
継
承
以
前
の
称
号
で
あ

っ
た

「
左
京
」
を
与

え
、
同
じ
猶
子
の
康
英

に
、
康
以
と
双
壁
を
意
味
し
た

「
右
京
」
の
称

号
を
与
え
、
嫡
子
康
猶

を
頂
点
と
し
た
仏
師
機
構
を
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
次
の
様
に
な
る
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
寛
永
九
年

(
二
八
三
二
)
徳
川
義
直
公
が
実
父
家

康
公
ゆ
か
り
の
大
樹
寺

へ
寄
進
し
た

「
木
造
徳
川
家
康
公
坐
像
」

の
仏

仏
師
左
京
康
以

に

つ
い
て

(
江

口
)
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仏

師
左
京
康

以
に

つ
い
て

(
江

口
)

師

「大
仏
師
左
京
法
橋
康
以
」
は
、
『大
仏
師
系
図
』
に
記
載

さ
れ
る

七
条
中
仏
所
二
十

一
代
康
正
の
条
の
、
「
猶
子
也
妹
息
」
の

"
帥
康
以
"

そ
の
人
で
あ
り
、
更
に
、
『
大
仏
師
譜
』
法
橋
浄
慶
の
条

に
記
載

さ
れ

る
。

-
大

仏
師

左
京

寺
町
竹
屋
町
上

ル
町

に
居
住

し
た
仏
師
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
既
述
の
方
法
に
よ
っ
て

『
大
仏
師
譜
』
・
『大
仏
師
系
図
』

を
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
大
仏
師
譜
』
中

の

『
京
羽
二
重
』

浄
慶
の
条

の
、

1
室
町

一
条
上
ル
町

に
居
住
し
た

「大
仏
師
右
京
」
は
、
「
藤
原
種
次
」
と
な
り
、

-
御

幸
町
錦
上
ル
町

に
居
住
し
た

「大
仏
師
右
京
」
は
、
康
正
の
猶
子

「右
京
康
英
」
と

な
る
。
更

に
、

1
綾
小
路
烏
丸
東

へ
入
ル
町

に
居
住
し
た

「大
仏
師
久
七
」
は
、
康
正
の
弟
子

「
久
七
康
以
」
で

あ
り
、

1
烏
丸
錦
小
路
上
ル
町

に
居
住
し
た

「大
仏
師
三
位
」
は
、
既
述
の
藤
原
種
次
、
右
京
康
英
、

久
七
康
以

の
造
像
活
動
期
と
、
康
正
を
中
心
と
し
た
師
弟
関
係
か
ら
考

察
す
る
と
や
は
り
、
康
正
の
弟
子

「
三
位
康
与
」
に
他
な
ら
な
い
で
あ

る
。

以
上
、
大
樹
寺
本
堂
安
置
の

「木
造
徳
川
家
康
公
坐
像
」
を
例
証
と

し
て
、
寺
伝

の

「
大
仏
師
左
京
法
橋
康
以
」
が

「
帥
康
以
」
で
あ

っ
た

こ
と
へ
言
及
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
帥
康
以
に
し
て
も
、
三

位
、
久
七
の
康
以
に
し
て
も

『
大
仏
師
系
図
』

の
記
載
の
方
が
よ
ほ
ど

詳
細
で
あ

っ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
初
言
に
て
も
記
し
た
ご
と

く
、
例
証
の
遺
像
が
現
存
せ
ず
、
史
料
の
記
載

だ
け
に
頼
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
も
、遺
像
が
存
在
し
、
な
お
も

『
大
仏
師
系

図
』
・
『
大
仏
師
譜
』
両
史
料
の
記
載
が
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

た
だ

一
方
の

『
大
仏
師
系
図
』
の
み
を

「
信
愚
性
に
欠
け
て
、
史
料
的

価
値
が
低
い
」
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
、
衆
知
の
よ
う
に

『
大
仏
師

譜
』
に
も
、
右
京
、
右
京
、
左
京
、
左
京
等
と
い
う
い
わ
ば
肩
書
き
程

度
の
記
載
は
あ
る
。
よ
っ
て
、
従
来
よ
り
、
諸
学
究
も
ま
た
そ
の
ま
ま

の
呼
称
で
発
表
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
仏
師
も

『
大

仏
師
系
図
』
や

『
大
仏
師
譜
』
等
の
諸
史
料
の
研
究
と
、
遺
像
の
実
測

調
査
が
あ

っ
て
始
め
て
史
実
の
仏
師
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

(東
日
本
学
園
大
学
助
教
授
)
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